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更新の方法は？

更新を行うには以下の手続きが必要です。

国際登録は国際登録日から５年間有効です。その後５年毎の更新により、
15年間または各指定国の最長保護期間まで、権利を存続させることができます。

※一部の指定国または一部の意匠についてのみ更新することも可能です。

（１）手数料の支払い

（２）更新の請求

各指定国の最長保護期間については
、リストでご確認いただけます。

「Maximum duration of protection 

per contracting party (Article 
17(3)(c) | Rule 36(2))」

https://www.wipo.int/hague/en/
declarations/index.html#protecti
on

https://www.wipo.int/hague/en/declarations/index.html#protection
https://www.wipo.int/hague/en/declarations/index.html#protection
https://www.wipo.int/hague/en/declarations/index.html#protection
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更新手続き（１）更新手数料の支払い

・基本手数料：

200スイスフラン(1意匠)
※2意匠目以降は、1意匠ごとに17スイスフラン

・指定手数料

(ⅰ) 標準指定手数料：21スイスフラン

         ※追加意匠につき１スイスフラン

(ⅱ) 個別指定手数料

次の手数料を遅くとも国際登録の満了前までに国際事務局に支払います。

（ただし、経過後６月以内においては、割増手数料の支払いをすれば、更新可能です。）

ハーグシステム料金表
https://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm

※個別指定手数料は、通貨レートの変動により変更さ
れる場合があります。 更新期限3月前に更新料金が確

定されます。確定となってから更新手続きをしていた
だくと、不足金や過払いが発生しません。

※国際事務局は、更新手数料の受領日を基準に更新の
手続きを処理します。更新の期日までにWIPO国際事務
局に到着するようお支払いください。

https://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
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eHagueにおけるRenewal手続き、もしくは更新の請求書をWIPO国際事務局に提出

※指定国官庁を通じての手続きはできませんのでご注意ください。

・eHagueにおけるRenewal手続き

国際登録の更新期限の６ケ月前から、 eHagueにおけるRenewal手続きの利用が可能です。

eHagueで出願していなくとも、更新時から利用可能です。

支払い方法：クレジットカード・銀行振込・WIPO予納口座・Paypal・デジタルウォレットから選択できます。

・更新の請求書をコンタクトハーグにてアップロード

特定の様式はありません。非公式様式【DM/4】を使用することが出来ます。

支払い方法：銀行振込・WIPO予納口座を選択できます。

（Irregularity受領後は、クレジットカードを含むオンライン支払いが可能です。）

更新手続き（２）更新の請求

2023年6月以降、

WIPOアカウントへのログイン ＋ 高度な認証

が必要になりました。

2023年6月以降、

WIPOアカウントへのログイン ＋ 高度な認証

が必要になりました。
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名義人
Holder

(更新期限6月前)

この期間に記録変更手
続き等をしておくと、
更新手続きがスムーズ
です。

更新期限

- International 

Designs Bulletin

(更新期限3月前)

更新料金
確定

更新手続き

更新リマインダー
通知※

更新の証明書
CERTIFICATE OF 

RENEWAL

更新の記録

※更新リマインダー通知はサービス通知です。更新リマインダーが送付されなかったとしても、更新期限
徒過の理由とはなりませんのでご注意ください。

・更新リマインダー通知は、名義人に送付されます。なお、代理人が記録されている場合は、名義人と代
理人の両方に送付されます。

・更新の記録完了後は、国際登録簿に記録された名義人に（代理人が記録されている場合は代理人にの
み）更新の証明書（CERTIFICATE OF RENEWAL）が送付されます。

(更新期限6月後まで

50％の割増料金を支払い更新可)
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eHagueにおけるRenewal手続き

2023年6月以降、

WIPOアカウントへのログイン ＋ 高度な認証

が必要になりました。
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eHagueにおけるRenewal手続き

国際登録番号
を入力
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eHagueにおけるRenewal手続き
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“All”で全てを更新か、

更新希望の対象が残るよう、更新不要な
国/意匠を削除します。

eHagueにおけるRenewal手続き
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更新内容と手数料をSummaryで

確認します。

内容が良ければ、送信します。

eHagueにおけるRenewal手続き
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eHagueにおけるRenewal手続き

メールに記載のPaymentリンクから、オンライン支払へ移動。
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「Search Payment」でEPAY番号
を入力するか、既に「Unpaid

Items」に未払い料金案件として
入っています。

案件の呼出し

eHagueにおけるRenewal手続き～オンライン支払い
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支払う件を選択→Basket→Checkout

未払いの件は「Unpaid 

Items」に入ります。右側の+

を押すと、「Basket」に入り
ます。

右上の「Checkout」ボタンを
クリックすると、「Basket」

に入った件の支払い手続きに
進みます。

eHagueにおけるRenewal手続き～オンライン支払い
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オンラインでの支払い手続きが初めての場合、
「Billing Address」を入力。
WIPOの会計課に登録する、支払者の情報です。

eHagueにおけるRenewal手続き～オンライン支払い
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支払い方法の選択

eHagueにおけるRenewal手続き～オンライン支払い

・銀行振込

・クレジットカード

・WIPO予納口座

・Paypal、他オンライン支払
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eHagueにおけるRenewal手続き～オンライン支払い

クレジットカードでの支払い（１）

eHagueにおけるRenewal手続き～オンライン支払い
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入力

クリック

クレジットカードでの支払い（2）

eHagueにおけるRenewal手続き～オンライン支払い
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クレジットカードでの支払い（3）

Payment Success: Your payment 

was successful. You will shortly 

receive a confirmation by e-mail.

eHagueにおけるRenewal手続き～オンライン支払い
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eHagueにおけるRenewal手続き～銀行送金

WIPO国際事務局は、銀行
振込後10日以内にレシー

トをお送りします。
届かない場合は、Contact 

Hagueからお問い合わせ
ください。

こちらの情報を、銀行振込時
にご提示ください。
※オンライン支払い用番号
（EPAYかEPMTで始まる番
号）もお伝えください。

銀行振込
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更新料金の確認ツール

※Fee Calculatorでは更新期限6ケ月前から計算でき、 eHagueでも６ケ月前から表示されます。

Fee Calculator とeHagueにおけるRenewalで確認できます。

・Fee Calculator

https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

Renewal を選択

https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
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Q１. USは2段階納付時に15年分の登録料を支払っていますが、更新手続きは必要ですか？

A1. US指定の件では、米国に対する更新指定手数料は発生しませんが、米国を指定する国際登録の集中的な

管理を行うためには、WIPOへの更新手続きと更新基本手数料の支払いは必要となります。 ※ユーザーガイドの

１１９ページもご参照ください。

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/guide/pdf/hague_guide.pdf

Q２. 一出願複数意匠の登録の一部を更新、一部を放棄する場合、放棄の手続きは必要でしょうか？

A２. 更新されない意匠については、放棄の手続きは不要です。

Q３. 存続期間が17年などの5の倍数年ではない国の更新の手続きはどのようになりますか。

A３.現在のところ、加盟国の存続期間は5の倍数のみですが、仮に指定国の存続期間が17年であっても、WIPO

には５年毎の手続きをしていただきます。更新料の１年割はありません。
https://www.wipo.int/hague/en/declarations/

更新Q&A

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/guide/pdf/hague_guide.pdf
https://www.wipo.int/hague/en/declarations/
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Q４. 指定国の存続期間は15年、25年など、統一されていませんが、存続期間15年の国は、15年経過
後はeRenewalでは表示されなくなりますか？

A４. 現在のシステムでは、存続期間が満了した国も更新可能に表示されます。不要な更新を申請しない

ようご注意ください。

Q５. 指定国で拒絶された件も、eRenewalで表示されますか？

A５. 現在のシステムでは、、拒絶された国も更新可能に表示されます。不要な更新を申請しないようご注

意ください。

Q６. 拒絶された国を更新してしまったら、取り消しはできますか？

A６. 誤って更新してしまった場合、速やかにContact Hagueより更正の申請を行ってください。更正の可否

について審査の上、国際事務局より回答が届きます。ただし、全ての更正が受け付けられるのではありませ

んので、更新手続の際には正しく更新対象の国/意匠が選択されていることをよくご確認ください。

更新Q&A
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